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検査料の点数の取扱いについて 

 

 

平成 29 年 4 月 26 日に開催された中央社会保険医療協議会（中医協）総会に

おいて新たな臨床検査（Ｅ２ 1件）を保険適用することが了承され、それに伴

い、今般、厚生労働省保険局医療課長から別添 1 のとおり取り扱う通知が示さ

れ、平成 29年 5月 1日から適用となりました。 

本通知の内容について、本会において別添 2のとおり整理いたしましたので、

貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。 

本件につきましては、日本医師会雑誌 7 月号に掲載を予定しております。ま

た、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「新たに保険

適用が認められた検査・医療機器等」に掲載いたします。 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

１．検査料の点数の取扱いについて 

（平 29．4．28 保医発 0428第 4号 厚生労働省保険局医療課長） 

２．新たに保険適用が認められた検査（日本医師会医療保険課） 



保 医 発 0 4 2 8 第 ４ 号

平 成 2 9 年 ４ 月 2 8 日

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 長

都 道 府 県 民 生 主 管 部（局）

国 民 健 康 保 険 主 管 課（部）長 殿

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後 期 高 齢 者 医 療 主 管 課（部）長

厚生労働省保険局医療課長

（ 公 印 省 略 ）

厚生労働省保険局歯科医療管理官

（ 公 印 省 略 ）

検査料の点数の取扱いについて

標記について、診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（平

成28年３月４日付け保医発0304第３号）を下記のとおり改正し、平成29年５月１日から

適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいた

します。

記

別添１第２章第３部第１節第１款Ｄ００７血液化学検査(50)イ中「ＣＬＩＡ法」を

「ＣＬＩＡ法又はＣＬＥＩＡ法」に改める。



（参考：新旧対照表）

◎「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成28年３月４日付け保医発0304第３号）

改 正 後 現 行

別添１ 別添１
医科診療報酬点数表に関する事項 医科診療報酬点数表に関する事項

第２章 特掲診療料 第２章 特掲診療料
第３部 検査 第３部 検査
第１節 検体検査料 第１節 検体検査料
第１款 検体検査実施料 第１款 検体検査実施料

Ｄ００７血液化学検査 Ｄ００７血液化学検査

(１)～(49) 略 (１)～(49) 略

(50) 25-ヒドロキシビタミンＤ (50) 25-ヒドロキシビタミンＤ

ア 25-ヒドロキシビタミンＤは、区分番号「Ｄ００７」血液化学 ア 25-ヒドロキシビタミンＤは、区分番号「Ｄ００７」血液化学

検査の「57」1,25-ジヒドロキシビタミンＤ３の所定点数に準じ 検査の「57」1,25-ジヒドロキシビタミンＤ３の所定点数に準じ

て算定する。 て算定する。

イ 本検査は、ＣＬＩＡ法又はＣＬＥＩＡ法により、ビタミンＤ イ 本検査は、ＣＬＩＡ法により、ビタミンＤ欠乏性くる病若し

欠乏性くる病若しくはビタミンＤ欠乏性骨軟化症の診断時又は くはビタミンＤ欠乏性骨軟化症の診断時又はそれらの疾患に対

それらの疾患に対する治療中に測定した場合にのみ算定できる。 する治療中に測定した場合にのみ算定できる。ただし、診断時

ただし、診断時においては１回を限度とし、その後は３月に１ においては１回を限度とし、その後は３月に１回を限度として

回を限度として算定する。 算定する。

(51)・(52) 略 (51)・(52) 略



 

  新たに保険適用が認められた検査 
  平成 29年 4月 28日 保医発 0428第 4号（平成 29年 5月 1日適用） 

 

 

測定項目 25-ヒドロキシビタミン D 

販 売 名 
ルミパルス 25-OH ビタミンD 

（富士レビオ株式会社） 

区  分 E2（新方法） 

測定方法 化学発光酵素免疫測定法（CLEIA法） 

主な測定目的 
血清又は血漿中の25-ヒドロキシビタミンD（25-OHビタミンD）濃度の測定 

（ビタミンD欠乏症の診断の補助） 

準用点数 
D007 血液化学検査 

57 1,25－ジヒドロキシビタミンD3      400点 

関連する 

留意事項の 

改正 

※「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成 28年 3月

4日保医発 0304第 3号）の別添 1（医科診療報酬点数表に関する事項）の第 2章（特

掲診療料）を以下のように改める。（変更箇所下線部）  

第3部 検査 

第1節 検体検査料 

 第1款 検体検査実施料 

 

D007 血液化学検査 

(1)～(49) 略 

(50)  25-ヒドロキシビタミンD 

ア 25-ヒドロキシビタミンDは、区分番号「D007」血液化学検査の「57」1,25-

ジヒドロキシビタミンD3の所定点数に準じて算定する。 

イ 本検査は、CLIA法又はCLEIA法により、ビタミンD欠乏性くる病若しくは

ビタミンＤ欠乏性骨軟化症の診断時又はそれらの疾患に対する治療中に測定

した場合にのみ算定できる。ただし、診断時においては1回を限度とし、その

後は3月に1回を限度として算定する 

(51)～(52) 略 

（日本医師会医療保険課） 

 

 


